
　　「代表受取人選任届（32007）」

留意点

①

②

ポイント 死亡一時金の受取人を指定していないとき、確定拠出年金法で定められた順位の遺族に
支給されます。複数の同順位者がいる場合には代表者1名に支給します。

代表受取人の方は自署のうえ実印（印鑑証明書印）にて捺印します。

同一順位の遺族の方の自署及び実印（印鑑証明書印）による捺印及び印鑑証明書が必要に
なります。

大和 一郎 

ダイワ イチロウ 

○ ○ ○ × × × × 

東京都大田区田園調布△-△-△ 
03    △△△△       

大和 次郎 

ダイワ ジロウ 

東京都千代田区丸の内○-○-○ 
03    ××××        

大和 花子 

△ △ △ □ □ □ □ 

ダイワ ハナコ 

□ □ □ ○ ○ ○ ○ 

東京都港区赤坂□-□-□ 
03    ○○○○        
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